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1 単元の株式の数の変更に関するお知らせ 
 
平成 16 年 5 月 12 日開催の当社取締役会において、下記のとおり 1 単元の株式の数の変更に

ついて決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
１  変更の理由 
    株券の投資単位を引き下げることにより、売買取引の活性化を行い、株主数の増加およ 
    び適正な株価の形成に資することを目的としている。 
 
２  変更の内容 
    1 単元の株式の数を１，０００株から１００株に変更する。 
 
３  変更予定日 
    平成１６年８月２日（月曜日） 
 
（ご参考） 
１  変更スケジュール 
    平成１６年５月１２日（水）  取締役会決議 
    平成１６年５月１３日（木）  取締役会決議公告（日本経済新聞） 
    平成１６年７月２９日（木）  株券引換案内書発送 
    平成１６年８月  ２日（月）  効力発生日  株券引換開始 
２  平成１６年８月２日（月曜日）付をもって、大阪証券取引所における売買単位も 
    １，０００株から１００株に変更されます。 
３  平成１６年８月１日（日曜日）〔ただし当日および前日は名義書換代理人の休業日に 

    つき、実質上は平成１６年７月３０日（金曜日）〕現在で登録単元未満株式を１００ 
    株以上ご所有の株主各位に対し、その登録単元未満株式のうち１００株の整数倍の 
    株式は１００株券にて株券を交付いたします。 

以 上 




